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① 透明性の原則 
  ＡＩネットワークシステムの動作の検証可能性及び説明可能性を確保すること。 

② 利用者支援の原則 
  ＡＩネットワークシステムが利用者を支援し、利用者に選択の機会を適切に提供するよう配慮すること。 

③ 制御可能性の原則 
  人間によるＡＩネットワークシステムの制御可能性を確保すること。 

④ セキュリティ確保の原則 
  ＡＩネットワークシステムの頑健性及び信頼性を確保すること。 

⑤ 安全保護の原則 
  ＡＩネットワークシステムが利用者及び第三者の生命・身体の安全に危害を及ぼさないよう配慮するこ
と。 

⑥ プライバシー保護の原則 
  ＡＩネットワークシステムが利用者及び第三者のプライバシーを侵害しないように配慮すること。 

⑦ 倫理の原則 
  ＡＩネットワークシステムの研究開発において、人間の尊厳と個人の自律を尊重すること。 

⑧ アカウンタビリティの原則 
  ＡＩネットワークシステムの研究開発者が利用者など関係するステークホルダーに対しアカウンタビリ
ティを果たすこと。 

AI-NW研究開発８原則 
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(1) 

(2) 
橋の欄干 

橋の欄干 

センター・ライン 

Drawn by Hirano based upon hypos. in Clive Thompson, Relying on Algorithms and Bots Can Be Really, Really 
Dangerous, WIRED, Mar. 25, 2013, available at https://www.wired.com/2013/03/clive-thompson-2104/ (last visited 
Oct. 25, 2016) (originally in Gary Marcus, Moral Machines, New Yorker Blogs, No. 27, 2012, available at 
http://www.newyorker.com/news/news-desk/moral-machines (last visited Oct. 25, 2016));  Jeffrey K. Gurney, 
Crashing into the Unknown: An Examination of Crash-Optimization Algorithms through the Two Lanes of Ethics 
and Law, 79 ALB. L. REV. 183, 261 (2015-2016).   

乗員一名 

(*) 「AV」：autonomous vehicle：自動運転車 
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「橋問題」 

• スクール・バスが突然、自動運転車(AV)の前
に飛び出して来て、AVには以下の２つしか選
択肢が残されていない。  
– (1) 直進して30～40名の子供とバス運転手を死な
せてしまうか;  又は  

– (2) 右折してAVの乗員一名が死んでしまう。 

• 功利主義者は(2)を勧めても、製造業者は(1)
を選びがちであろう、と云われている。 
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AI-NW研究開発８原則の当てはめ 

• ① 透明性の原則 
– 製造業者は、スクール・バスの乗員達や同じような立場の相手方を犠牲に

して迄も、常にAVの乗員を保護するような衝突進路をAVが選択するように、
隠れてAIを（設計時に）操作するおそれが指摘されている。（しかも複雑な
AIが何故そのような選択をしたのかは明らかにされない！） 

• ② 利用者支援の原則 (利用者の選択を尊重) 
– AV乗員の意向を問わずに勝手に選択肢 (1) を（変更不可能なデフォール

ト：初期値として）製造業者が設定すれば、乗員の選択意向に反するかも
しれない。（選択肢(2)を好む乗員も居るかもしれない。） 

• ⑦ 倫理の原則(人間の尊厳の尊重) 
– 選択肢(1)を選択することは倫理的に正しいか? 

• ⑧ アカウンタビリティーの原則 
– 選択肢(1) は社会に受容され得るか？選択肢(1) は「責任ある行動」と云え

るか？ 
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未解決な問題例  
• ⑤ 安全保護の原則    

– 「利用者及び第三者の生命・身体の安全に危害を及ぼさ
ないよう配慮する」ように要求されている。 (強調付加) 

– しかし選択肢(1)は第三者の生命・身体に危害を及ぼし、他
方の選択肢(2)も利用者の生命・身体に危害を及ぼしてしま
う。 

– 従って第⑤原則は、今のままでは、「橋問題」への回答に
なっていない。 

• 同様な問題はアイザック・アシモフ著の『われはロ
ボット』でも著わされている.  
– アイザック・アシモフ『堂々めぐり』 (1942年).   
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アシモフのロボット工学３原則 
• The 1st Law:  A robot may not injure a human being or, through inaction, allow a 

human being to come to harm;  
– 第一原則： ロボットは、ヒトを傷付けてはならず、又は、不作為によってヒトが危害

に遭遇する事態を許してはならない。 
• The 2nd Law:  A robot must obey any orders given to it by human beings, except where 

such orders would conflict with the First Law;  and 
– 第二原則：ロボットは、ヒトが与えた如何なる命令にも従わねばならない。但し命令

が第一原則に反する場合を除く。 
• The 3rd Law:   A robot must protect its own existence as long as such protection does 

not conflict with the First or Second Law. 
– 第三原則：ロボットは、自らの存在を守らねばならない。但し、第一原則又は第二

原則と抵触しない場合に限る。 
ISAAC ASIMOV, I, ROBOT (1950). 
 

[The Zeroth Law:   A robot may not harm humanity, or, by inaction, allow humanity to 
come to harm.]「第零原則： ロボットは、人類に危害を与えることが許されず、又は、
不作為によって人類が危害に遭遇する事態を許してはならない。」 ISAAC ASIMOV, 
ROBOTS AND EMPIRE (1985). 
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ロボット工学第一原則を 
「橋問題」に当てはめると . . . 

• 「橋問題」に遭遇したアシモフのロボットは、選択
肢(1)又は(2)の選択を迫られる。 

• しかし何れの選択肢を選んでも、多数のヒトを殺
すか、又は一人を殺さねばならないように迫られ
ることになる。 

• 従って、何れの選択肢を選んでも、ヒトを傷付け
てはならないと命じる第一原則に違反することに
なり、『堂々めぐり』のロボットと同様な立場に置
かれてしまう。 
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規範を起案する難しさ 
• 文言の多義性／曖昧性 

– アシモフの第一原則の「ヒトを傷付けてはなら」ないとは、身体・生命への

物理的な危害のみならず、感情に対する危害も禁止されると読めるかもし

れない。 アシモフ著『うそつき』 (1941年)参照。  

– AI-NW研究開発の第⑦「倫理の原則」の「倫理」には、「功利主義」も「義務

論」も含まれる。 しかし「功利主義」と「義務論」とはしばしば対立し得る。 

 

• 複数の原則相互が牴触するおそれ 

– 例えばAI-NW研究開発の第⑤ 「安全保護の原則」と、第⑥「プリイバシー

保護の原則」とは、トレードオフな関係になり得る。 ユージーン・ヴォロック

「不法行為法対プライバシー」in 『コロンビア大学ロー・レヴュー』 114巻879
頁 (2014年)参照。 
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「制御可能性」と「追跡究明可能性」
の重要性  

• AIやロボットに特有なリスクは、主
に以下であるように思われる: 
 (1) 制御不可能性 (un-controllability);  
及び 

 (2) 追跡究明不可能性 (un-traceability)。   
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「制御不可能性」と責任 
• 制御不可能性に関して： 

– AIやロボットの民事賠償責任論議に於いては、 AIやロボットの制御

不可能な特性ゆえに、結果的に生じ得る事故や危険を設計者、プロ
グラマー、及び製造業者でさえも予見不可能（un-foreseeable）と解
釈する指摘が顕著に見受けられる。 

– 予見不可能性は、「過失」や「近因」と呼ばれる因果関係の不存在を
意味するので、設計者、プログラマー、及び製造業者に責任を課せ
なくなり、「責任空白」（“liability gap”）が生じるという指摘もあり、これ
がAIやロボットの責任論議に於いて重大な問題点の一つとされてい
る。  

– 制御不可能な特性に由来する予見不可能性の原因は、 AIやロボット
の「自律的」（ autonomous ）又は「創発的な行動」（ emergence 
behaviors ）によるとも指摘されている。 
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「追跡究明不可能性」と責任 
• 追跡究明不可能性も製品安全や責任論議に於いて重大な懸念の一つ: 

– アルファ碁が世界チャンピオンとの５連戦に於いて唯一敗れた一戦の際

に打った手（誤作動？）が開発者にも理解できないとされている。 

– しかし敗因（何故そのような手を打ったのかという誤作動の理由）が解ら

なければ、設計者、プログラマー、及び製造業者も改善しようがない。

（従って、製品安全を向上させていく為にも、原因を追跡究明できるように

仕組んでおくことが重要。） 

– 更に、責任を特定する際にも追跡究明可能性は重要であり、例えば

Toyotaの2005年型Camry車の「意図せぬ急加速」事件に於いて裁判所は、

不具合等の存在・不存在が追跡究明不可能な仕組みであったことを責

めている。 
•  See In re Toyota Motor Corp. Unintended Acceleration, 978 F.Supp.2d 1053 (C.D. Cal. 

2013) (See the next slide.).     
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追跡究明可能なソフトの使用が 
奨励されたPL訴訟例 (1/2) 

急加速事故の原因が、運転者の踏み間違えか又は欠陥が原因かを追跡究明できる装置を
組み込んでおかなかったToyota社が、裁判所から以下のように云われてしまった: 
 

Toyota’s software does not record software failure.  . . . .  “To 
rule that this prevented [the plaintiff] from establishing a prima 
facie case would be to insulate manufacturers from liability for 
defective products in any case where the defect causes its own 
destruction.  Such a result would be totally untenable [支持できな

い].” 
 

Toyota Unintended Acceleration, 978 F.Supp.2d at 1097 (quoting Firestone Tire & Rubber Co. v. 
King, 244 S.E.2d 905 (Ga. App. 1978))(emphasis added). 当事件の概要は、今月中旬発行予定の
拙稿「Toyota Motor Corp. Unintended Acceleration ～AI・ロボット・自動運転時代の「誤作動法理」適
用を示唆する事例～」in『国際商事法務』44巻11号__頁 (2016年11月)参照。 
 
〈次スライドに続く.〉 
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追跡究明可能なソフトの使用が 
奨励されたPL訴訟例 (2/2) 

「Toyota 意図せぬ急加速事件」『連邦補足判例第二集』978巻1099頁、 1101～
02頁 (斜体は原文, 下線付加): 

 

[A] jury must . . . conclude either that [the driver] mistakenly 
pressed the accelerator pedal instead of the brake pedal, or that it 
did not.  If the jury finds that she was not mistaken, that 
necessarily establishes the existence of a mechanical 
malfunction.  . . . .  A reasonable jury . . . [may] infer . . . existence 
of [a specific defect that could have opened the Camry’s throttle 
from its idle position].   This is particularly appropriate in light of 
the fact that the Camry software does nothing to track its own 
failure.  If it did, the lack of any identification of a software failure 
[by the plaintiff] would support Toyota’s position [that Toyota 
should enjoy summary judgment for itself];  however, absent the 
ability to trace software failure, the lack of evidence of a specific 
type of failure is merely inconclusive [決定的ではない]. 
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